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１ はじめに 

この仕様書は、武蔵村山市自立相談支援業務及び就労準備支援等業務委託（以下「委託業務」とい

う。）に係る公募型プロポーザル実施要領と一体のものであり、受託者が行う業務に関して、その詳

細を示すものである。 

 

２ 業務名 

武蔵村山市自立相談支援業務及び就労準備支援等業務委託 

 

３ 業務の目的 

自立相談支援業務においては、生活困窮者が生活上の複雑化・複合化した課題を抱えた生活困窮者 

及び生活困窮者の家族その他の関係者に対して、包括的かつ継続的な相談支援の実施を目的とし必要 

な相談支援体制を構築し、さまざまな支援業務を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図るこ

とを目的とする。また、本業務において設置する相談支援窓口は、「武蔵村山市重層的支援体制整備

事業」における包括的相談支援事業の中心的な役割を担うものとする。 

就労準備支援等業務においては、就労意欲の減退、引きこもり及びニート等の事由により、早期の 

就業が困難な生活困窮者及び被保護者からの就労相談に応じるとともに、生活習慣の形成や改善、コ

ミュニケーション能力等の社会参加能力の形成や改善、基本的なビジネスマナーの習得に向けた就労

体験等を実施し、就労自立等を支援することを目的とする。 

 

４ 契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

５ 支援対象者 

  就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最

低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある市内に居住する者。 

 

６ 委託の内容 

  本委託は「自立相談支援事業の手引き（平成 27年 3月 6日付け社援地発 0306第１号「生活困窮者

自立支援制度に関する手引き策定について」）」に基づく支援業務等を行うものとし、次の事業等を実

施するものとする。 

⑴ 自立相談支援事業 

  本事業は、生活困窮者の抱える多様で複合的な課題に対応するために、適切なアセスメントや必

要な支援の提供につなげる等の相談業務（支援プランの策定及び支援プランに基づく支援を含む）

を実施する。また、経済的な困窮の有無によらず、福祉の相談を総合的に受付け、課題を抱えた者

やその世帯に対し、必要な支援機関につなぐ等の相談支援を実施する。その他、関係機関とのネッ

トワークの構築、新たな社会資源の開発等に努めること。 
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⑵ 住居確保給付金 

   本事業は、離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は

喪失するおそれのある方を対象として、住宅費を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に

向けた支援を実施する。また家賃の安い住居へ転居をすることで、家計の改善が見込める方を対象

として、転宅費用の補助を実施する。 

⑶ 家計改善支援事業 

本事業は、家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供や専門的な助言・

指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されるよう支

援を実施する。 

⑷ 就労準備支援事業 

本事業は、生活困窮者及び被保護者が就労のための基礎能力を身につけ、安定的な就労に就き自

立することができるよう、支援対象者への支援プラン及び就労準備支援プログラム等の作成を行う

とともに、就労体験等のプログラムを実施する。 

⑸ 周知及び広報活動 

   本委託にて実施する事業等における利用者の拡大及び関係機関への周知のため、リーフレット、

ポスター、ホームページ等による広報活動を積極的に実施する。 

⑹ 受注者からの独自提案等による事業等 

   生活困窮者を支援するために有効と考えられる事業や取組の提案をする。 

   ただし、当該提案を採用するかは発注者の決定によるものとする。 

 

７ 実施体制 

 ⑴ 履行場所 

武蔵村山市役所及び武蔵村山市指定場所 

 ⑵ 業務実施日 

原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休

日を除く、武蔵村山市役所が開庁する日とする。 

 ⑶ 就業時間 

   午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとし、原則として午前 11 時から午後 2 時までの間の 1 時

間を休憩時間とし、正午から午後 1 時の間も相談支援業務を実施できるよう受注者において休憩時

間を調整すること。 

   なお、受注者は、業務に従事する者が会議等へ出席する場合や休暇を取得する場合においても、

相談者等の利便性を損なわないよう十分に配慮すること。 

  また、必要が生じた場合は、発注者受注者協議の上、就業時間外に業務を実施できるものとする。 

⑷ 人員体制 

ア 配置人数  

    受注者は、原則として常勤 3 名を常時配置する。配置人数における内訳は次のとおりとする。 

    また、受託者は業務責任者を決定し、委託者へ報告すること。委託者は業務責任者を通じて、

本業務に必要な指示等を行うものとする。 
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職 種 配 置 人 数 

相談支援員 常勤 1 名 

相談支援員兼家計改善支援員 常勤 1 名 

就労準備支援員 常勤 1 名 

 イ 従事者の要件 

    相談支援員及び家計改善支援員については、社会福祉士、精神保健福祉士、保健士等の資格又

は生活困窮者への相談支援業務に従事した経験のある者を最低１名とする。就労準備支援員につ

いては、就労支援事業の経験がある者とする。 

  ウ 従事者の決定 

    受注者は従事者を決定後、発注者へ従事者の氏名、従事者の要件を満たしていることが確認で

きるものを文書で提示すること。また従事者の変更が生じた際には、都度発注者に従事者の氏名

等を文書で提示すること。 

  エ 従事者の交代 

    受注者の都合により従事者を交替する場合には、その旨を原則として 2週間前に発注者へ通知

するとともに、後任の従事者に確実な事務引継ぎ行い、以降の業務に支障がないような措置を講

ずること。 

  オ 従業者の服装 

    従事者は、就業にあたって一般常識としてふさわしい服装をし、名札を着用すること。名札に

ついては、受注者において準備すること。 

  カ 苦情処理 

    本委託の実施により生じた苦情、トラブルは、発注者に報告するとともに、原則として受注者

の責任で対応すること。 

 

８ 備品等の取扱い 

  業務の実施に必要となる机、椅子、キャビネット、パソコン（生活困窮者自立支援統計システムを

インストールしたもの。）等の備品については、原則として委託者が準備する。消耗品及び事業の実

施に際して使用するものについては、受託者が準備する。 

 

９ 関係書類の提出及び管理 

受託者は、委託業務の実施に当たり、本仕様書の内容に基づき、次の関係書類を作成し提出しなけ

ればならない。また、委託業務において作成した書類は、業務終了後５年間保存しなければならない。 

⑴ 実施計画書の作成 

ア 受託者は、あらかじめ委託業務の実施計画書を作成し、契約締結後３０日以内に市に提出する

ものとする。なお、提出後に実施計画書の内容等に変更が生じる場合には、事前に市の承認を得

ること。 

イ 実施計画書には、次に掲げる事項を記載すること。 

(ア) 業務実施体制 

各業務担当者の氏名、役割、連絡体制（緊急時を含む。）等を記載したもの。 

(イ) 年間の実施スケジュール 
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(ウ) その他、市が必要とする事項 

⑵ 各種報告書の作成 

受託者は、次に掲げる事項等の実施状況を記載した月間の報告書（任意様式）を作成し、翌月１

５日（３月分は当月末（土・日・祝日に当たる場合は、その前日。）。）までに提出する。 

ア 相談者数、支援実施者数及び内訳（継続支援・終了等の状況をいう。） 

イ 生活困窮者自立支援統計システムより出力した統計データ（USB等に記録して提出すること） 

ウ その他、市、国又は東京都が必要と認める事項 

⑶ 業務終了後の報告書 

受託者は、委託期間が終了したときに、次に掲げる事項を記載した業務完了報告書（任意様式）

を直ちに作成し、市へ提出し検査・承認を得なければならない。 

ア 委託業務の実施に要した経費（収支決算書等） 

イ 個別の支援状況、留意事項を記載した業務引継書（随時） 

ウ その他市が必要と認める事項（随時） 

⑷ その他の書類の作成・提出 

上記のほか、受託者は、市の指示に基づき適宜必要な書類を作成し、提出すること。 

 

10 委託料の支払い 

  委託料の支払いは、毎月払いとする。 

 

11 秘密の保持 

受託者は、業務の履行に際して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。このことは、履行期

間終了後も同様とし、そのために必要な措置を講ずること。 

 

12 個人情報の保護 

この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等の取扱いに

関する特記仕様書」を遵守しなければならない。 

 

13 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行 

  武蔵村山市情報セキュリティポリシーの要旨を踏まえ、以下の事項を遵守すること。 

 ⑴ 複写及び複製の禁止 

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、市が貸与する原票、資料、その他貸与品等及

びこれらに含まれる情報（以下「市からの貸与品」という。）を、市の承諾なくして複写及び複製

をしてはならない。 

 ⑵ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、市からの貸与品（複写及び複製したものを含む。）について、市が認める場所以外へ

持ち出してはならない。 

 

14 環境により良い自動車の利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境
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に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

⑴ ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

⑵ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証

明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

15 留意事項 

⑴ 受託者は、委託業務の実施に当たっては、生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定につい

て（平成２７年３月６日社援地発０３０６号第１号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）の

別添２の就労準備支援事業の手引きや労働関係諸法令その他関係法令を遵守して事業を実施する

とともに、法令上のすべての責を負うものとする。 

⑵ 本仕様書に定めのない事項や業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに市と協議を行う

こと。 

⑶ 委託業務の実施に当たり、細部の役割分担は市及び受託者の協議により別途定めるものとする。 

⑷ 受託者は、市と協議の上、委託業務の広報及び周知を行うものとする。 

⑸ 受託者は、個人情報保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、武蔵村山市個人情報の保護

に関する法律施行条例及びその他個人情報保護に関する諸法令を遵守し、業務上知りえた個人情報

当の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後においても同様とする。 

⑹ 委託業務の実施過程で得たデータ、成果品、資料等の所有権、著作権、利用権は、市に帰属する

ものとする。 

⑺ 委託業務により得られたデータ、成果品、資料、情報等は、市に許可なく第三者に公表、漏洩等

をしてはならない。 

⑻ 受託者は、委託業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

⑼ 受託者は、委託業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ市に書面により報告し、市

の承認を得なければならない。 

⑽ 受託者は、委託業務実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負うと

ともに遅滞なく報告するものとする。また、損害賠償等の請求があった場合は、一切の処理を受託

者の責任において行うものとする。 

⑾ 受託者は、委託業務の実施に当たり、支援対象者から利用料等一切の金銭を徴収してはならない。 

⑿ 支援対象者の就労体験は、訓練の一環であるものの、就労により得た対価（賃金）が発生した場

合は、必ず支援対象者に対して支払いを行うこと。なお、委託費から支援対象者への賃金の支払い

はできない。 

⒀ 支援対象者が就労体験を行う際には、労働者災害補償保険に代わる保険制度への加入の措置を講

ずること。 

⒁ 受託者は、委託業務の実施に当たり、起こりうる最大限の事故、災害、障害等の緊急事態の想定

を行った上で、業務の遂行に支障をきたすことのないよう十分な対策を講じること。 

⒂ 受託者は、就労準備支援員等に対し必要な研修等を行い、資質の向上に努め、国等が実施する所

定の研修を遺漏なく受講させなければならない。 
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個人情報等の取扱いに関する特記仕様書 

 

 （法令等の遵守） 

第１条 受注者（以下「乙」という。）は、発注者（以下「甲」という。）との間で締結する本契約の履

行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下本特記仕様書におい

て「法」という。）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライ

ン（行政機関等編）（以下「個人情報保護法ガイドライン」という。）、特定個人情報の適正な取扱い

に関するガイドライン（行政機関等･地方公共団体等編）（以下「特定個人情報ガイドライン」という。）、

武蔵村山市情報セキュリティポリシーその他関係法令等（以下これらを「法令等」という。）を遵守

しなければならない。 

 

 （定義） 

第２条 本特記仕様書で使用する用語は、法及び番号法で使用する用語の例による。 

 

 （秘密保持） 

第３条 乙は、法令に特別の定めがある場合を除き、本契約の履行に際して知り得た個人情報及び特定

個人情報（以下「個人情報等」という。）を第三者に漏らしてはならない。本契約終了後も同様とす

る。 

２ 乙は、本契約の履行に携わる乙の従業者（以下単に「従業者」という。）に、個人情報等の秘密保

持に係る誓約書を提出させなければならない。 

 

 （安全管理措置） 

第４条 乙は、本契約の範囲内において、個人情報等の取扱いについて甲が採るべき措置と同等の安全

管理措置（個人情報保護法ガイドライン及び特定個人情報ガイドラインで求められる安全管理措置を

いう。）を講じる義務を負う。 

 

 （従業者の明確化） 

第５条 乙は、従業者のうちから、個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関

等向け）に規定する総括保護管理者、保護管理者、保護担当者（特定個人情報については、特定個人

情報ガイドラインに規定する総括責任者、保護責任者、事務取扱担当者）及び監査責任者に相当する

者（以下「総括保護管理者等」という。）を指名し、個人情報等の安全管理体制の確保及び維持に努

めなければならない。 

２ 乙は、本契約の締結後、速やかに総括保護管理者等を指名し、総括保護管理者等の氏名、役職等及

び個人情報等の安全管理体制について甲に書面で届出を行い、承認を得なければならない。総括保護

管理者等又は個人情報等の安全管理体制を変更する場合も同様とする。 
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 （監督・教育） 

第６条 乙は、本特記仕様書及び法令等が遵守されるよう従業者を監督しなければならない。 

２ 乙は、従業者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他法令等

で定められた安全管理措置に関する教育及び研修を実施しなければならない。 

 

 （作業場所） 

第７条 乙は、あらかじめ個人情報等を取り扱う事務を行う作業場所（特定個人情報を取り扱う事務に

ついては、特定個人情報ガイドラインに規定する取扱区域及び管理区域をいう。以下同じ。）を定め、

本契約締結後、速やかに甲に書面で届出を行い、承諾を得なければならない。作業場所を変更する場

合も同様とする。 

２ 乙は、甲の事業所内に作業場所を設置するときは、当該事業所に出入りする全ての従業者に乙が発

行する身分証を携帯させなければならない。 

 

 （持出しの禁止） 

第８条 乙は、本契約において取り扱う個人情報等を作業場所以外の場所に持ち出してはならない。た

だし、持出しの理由、方法、場所、持ち出す個人情報等の範囲その他甲の指定する事項について、書

面によりあらかじめ甲に申し出て承諾を得た場合は、施錠可能な容器に入れる等の盗難防止措置（電

磁的記録媒体で持出しを行う場合は、暗号化等の安全管理措置を含む。）を講じる場合に限り、持ち

出すことができる。 

 

 （目的外利用等の禁止） 

第９条 乙は、法令に特別の定めがある場合を除き、本契約に係る個人情報等を利用目的以外の目的の

ために利用し、又は第三者に提供（以下「目的外利用等」という。）してはならない。 

２ 乙は、個人情報等の目的外利用等を行うときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただ

し、やむを得ない理由により事前に承諾を得ることができない場合は、目的外利用等の後、直ちに報

告を行うこととする。 

 

 （複製等の制限） 

第１０条 乙は、甲の指示又は承諾を受けた場合を除き、甲から提供又は貸与を受けた個人情報等が記

録された資料を複写し、又は複製してはならない。 

 

 （管理） 

第１１条 乙は、本契約に係る個人情報等の管理に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 ⑴ 利用目的、収集から廃棄までの手続を明記し従業者に周知する等、違法な利用や漏えい等の事故

発生を防ぐ措置 

 ⑵ 施錠可能な書庫等で保管し、個人情報等を保有する端末のワイヤーロックを行う等、盗難を防止

する措置 

 ⑶ 個人情報等の保管場所への入退室及び機器の持込みを管理する措置 
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 ⑷ 個人情報等を電子データで保管する場合には、次に掲げる措置 

  ア 電子データにアクセスできる者及びアクセスできる個人情報ファイル又は特定個人情報ファ

イルの限定、アクセスログの分析等 

  イ 電子データを保管する端末への機器接続制限 

  ウ ２段階以上のアクセス認証 

  エ セキュリティソフト、ファイアウォール等による外部からの不正アクセス、サイバー攻撃等の

防止 

  オ 電子データを保管する端末をインターネットから独立させる等の手段によるデータの漏えい

防止 

 

 （受渡し） 

第１２条 本契約の履行に必要な個人情報等の受渡しは、甲が指定した日時及び場所において行うもの

とし、乙は、個人情報等の受渡しを受けたときは、甲に対して受領証を提出しなければならない。 

 

 （返却又は消去等） 

第１３条 乙は、本契約が終了したとき又は甲の求めがあったときは、直ちに個人情報等を甲に返却す

るものとする。ただし、甲から指示があったときは、文書に記録されたものについては溶解等の方法

により、電磁的記録媒体に記録されたものについては物理的若しくは磁気的な破壊、ソフトウェアに

よるデータ消去等の復元不可能な方法により消去し、又は廃棄することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報等を消去し、又は廃棄するときは、甲乙協議により期限

を定めた上で、乙の責任により行うものとし、個人情報等の消去又は廃棄が完了したときは、その完

了した事実を証する書類を甲に提出しなければならない。 

 

 （再委託の制限） 

第１４条 乙は、本契約に係る業務の一部を再委託（再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。

以下同じ。）してはならない。ただし、再委託先の名称、再委託の理由、再委託する業務の内容、再

委託先において取り扱う個人情報等、再委託先における安全管理措置、再委託先に対する管理・監督

の方法その他甲が指定する事項を明らかにした上で書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

２ 前項ただし書の規定により再委託を行う場合は、乙は、本契約に係る契約書に定める事項及び法令

等を遵守するよう再委託先の管理・監督を行わなければならない。 

３ 第３条から前条までの規定は、再委託を行う場合について準用する。 

 

 （情報漏えい等が発生した場合の措置及び責任） 

第１５条 乙は、本契約に関し個人情報等の漏えい、滅失、毀損等の事故が発生したときは、直ちに必

要な調査を行い、当該事故の内容、発生場所、発生状況、事故に係る個人情報等の内容及び件数その

他甲が指定する事項について、書面で甲に報告するとともに、影響を最小限に抑える方策及び再発防

止策を講じ、書面により速やかに甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、これらの

報告の内容について、個人情報保護委員会に報告し、及び公表することができる。 
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２ 乙は、乙の責めに帰すべき事由により発生した個人情報等の漏えい等の事故により甲又は第三者に

損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

３ 前２項の規定は、本契約終了後に発覚した事故に対しても適用する。 

 

 （契約内容の遵守に関する報告等） 

第１６条 乙は、本特記仕様書の遵守状況について、定期に書面で甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報等の取扱状況、再委託先の監督状況、安全管理体制等に関して甲からの求めがあっ

たときは、書面により直ちに甲に報告しなければならない。 

 

 （必要があると認めるときの実地調査又は監査） 

第１７条 甲又は甲が指定した者は、乙（第１４条第１項ただし書の規定に基づき、本契約に係る業務

の一部を再委託する場合の再委託先を含む。以下本条において同じ。）の業務に支障を生じさせない

範囲において、随時に乙の施設への立入り、必要な書類の閲覧･複写、乙の従業者への聴取等、本特

記仕様書に基づき適切な措置が講じられているかを確認し、及び検証するための調査又は監査を実施

することができる。この場合において、乙は、合理的事由のある場合を除き、甲又は甲が指定した者

が行う調査又は監査に協力しなければならない。 

２ 甲は、前項の調査又は監査の目的を達成するために必要な範囲において、乙に対して情報の提供を

求め、又は改善のための指示を行うことができる。 

 

 （法令等に違反した場合の契約解除及び賠償） 

第１８条 甲は、乙が法令等の規定又は本特記仕様書に定める義務に違反したときは、本契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、損害金として甲に対して契約金額（単価契約で

あって仕様書等の記載により予定数量が明らかな場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額）の１

０分の１に相当する額を支払わなければならない。ただし、契約の解除により甲に生じた実際の損害

額が当該１０分の１に相当する額を超える場合は、実際の損害額に相当する額を賠償するものとする。 

 

 （管轄の合意） 

第１９条 本特記仕様書に規定された事項に関連して生じた甲乙間の紛争については、甲の所在地を管

轄する裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 


